	火気取締規程
	分    類
	  業務(規)－（保）07－01

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日



    （目  的）
第  １条  この規程は、東ソー日向株式会社（以下「当社」という。）における火気取締について定めたものである。

    （定  義）
第  ２条  この規程について、火気（火元）とは、火災の原因となる漏電、発火、点火、        焚き火、喫煙、引火、溶接の火花、その他のものをいう。

    （消防用設備）
第  ３条  この規程において、消防用設備等とは次のものをいう。
          消火設備  ：  消火器、屋内及び屋外消火栓設備
                        泡消火設備、消防用水、簡易消火用具（水、バケツ、水槽、                        乾燥砂）
          警報設備  ：  自動火災報知器、非常警報設備、放送設備、
          標    識  ：  火気使用禁止区域
          防火構造物：  防火シャッター

    （取締関係者）
第  ４条  火気取締は、工場長、防火管理者、防火責任者、火気取扱責任者、品質管理        室がそれぞれの職務に応じて取締を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        取締関係者の組織は、「別表―１」のとおりとする。

    （工場長）
第  ５条  工場長は、火気取締の最高責任者として、取締関係者を統括すると共に、消        防法第８条の規定に従い防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせ        なければならない。

    （防火管理者）
第  ６条  防火管理者は、品質管理室長または品質管理室長が指名する者とし、次の事項を行なう。　　　　　　　　　
      １．消防計画の立案、作成、消防署への届出及び消防機関との連絡。
      ２．年次消防計画の安全衛生委員会への提出。
      ３．火気取扱に対する指示通達。
      ４．火気の使用又は取扱に関する監督。
      ５．消防設備等の点検及び訓練の記録の管理。
    　６．その他防火管理上必要な業務。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （防火責任者）
第  ７条  各職域ごとに防火責任者を置き、自己の責任区域において次の事項を行なう。
      １．火災発生の恐れのある行為の取締。
      ２．消火設備等の維持、補修及び購入等の全般的管理。
      ３．火気取扱責任者に対する指導監督及び教育。
      ４．消火設備による局所訓練の指揮監督。
      ５．非常持出品の指定とその表示。
      ６．防火管理者からの指示通達事項の徹底。

    （火気取扱責任者）
第  ８条  火気取扱責任者は、自己の責任区域内において、次の事項を行なう。
      １．火気の巡視。  注）１
      ２．火気取扱者に対する直接的指導監督。
      ３．消火設備の取扱の指導。
        注）１．火気の巡視とは、自己の責任区域内を巡視して、火気火災の恐れのな              いことの確認をいう。

    （品質管理室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第  ９条  火気取締にあたっては、品質管理室は次の事項を行なう。　　　　　　　　　　　
      １．構内の火気の巡視及び火災発生の恐れのある行為の取締。
      ２．火気取締状況が不十分と認められた時は、その職域の取締関係者への勧告並        びに防火管理者への報告。
      ３．防火設備等の点検規程に定める外観点検及び標識の点検。
      ４．消火設備の取扱の習熟。
      ５．常設火気、暖房用火気、煙草の吸殻等の設備の点検及び記録。
      ６．火気使用許可に対する火気取締。
      ７．風水害の発生が予想される場合、気象通報等の防火管理者への連絡。
      ８．その他、防火管理者の指示事項。

    （火気使用禁止区域の指定）
第１０条  火気使用禁止区域は、「別表―２及び別図―１」のとおりとし、その旨表示する。

    （火気の使用）
第１１条  構内の一般区域で火気を使用する場合、火気を取扱う工事担当者は、あ　　　　らかじめ工事着工許可証「様式―１」を提出し、所管区域の係長・班長の許可を得なければならない。また、火気使用終了後には所管区域の班長の消火確認の承認を得なければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
          ただし、第１４条及び第１５条の場合を除く。
      ２．工事の施工に際して、工事担当者は施行日毎に所管区域の火気取扱責任者に着工許可及び終了確認を得なければならない。
３．火気を取扱う際は、必要に応じ、ガス検知を行い安全を確認しなければならない。
４．所管区域の班長は、施行日毎に工事終了後の完全な消火を確認しなければならない。

    （火気使用禁止区域での火気の使用）
第１２条  やむを得ず第１１条に定める火気使用禁止区域で火気を使用する場合には、工事担当者は、あらかじめ工事を行なう現場の係長以上と打合せし、工事実施に際しては、第１２条の手続きに加え「様式－２」により承認を得なければならない。なお、日常整備（電解槽のライニング補修に限る）については品質管理室長の捺印（承認）を省略可とする。

    （常設火気の使用）
第１３条  着火、給湯、焼却、その他に用いるプロパンガス、電気コンロ、焼却施設等        の設置については、常設火気設置許可願「様式―３」により防火管理者の許可        を受けるものとする。
          火気の取締については、使用箇所毎に常設火気取扱責任者（１名以上）を置        くものとする。

    （暖房用火気の使用）
第１４条  冬期間（気温１０℃以下の期間）の暖房用火気使用は、暖房用火気設置許可        願「様式―３」により防火管理者の許可を受けるものとする。

    （喫煙の制限）
第１５条  会社従業員、常駐業者、出入業者を問わず、構内での喫煙は、喫煙指定場所        「別表―３」以外の喫煙を禁止する。
          ただし、建設、補修等で長時間にわたり同一場所で業務に服さざるを得ない        場合、第１３条（工事用火気の使用）の規程を準用し、鉄製容器に臨時喫煙所        の表示を行ない設置することができる。

    （吸殻の処理）
第１６条  煙草の吸殻は、各職場毎に不燃材料（鉄製等）の専用容器に収納し、廃棄物として処理する。
        煙草の吸殻収納用の容器には、いかなる場合も可燃物を同時に収納してはなら
        ない。

    （火気使用器具の点検）
第１７条  常設火気、暖房用火気、煙草の吸殻入容器等の器具の点検基準は、「別表―４」        に定める。

    （電気火災の予防）
第１８条  電気による火災の防止については、「東ソー日向（株）電気工作物保安規程」       によるものとする。

    （規程の管理）
第１９条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              　　      付 　　　 則
①　この要領は、１９９５年１０月  １日から施行する。
②　この要領は、２０１２年１２月２６日一部改定
　　③　この要領は、２０１３年　８月　９日一部改定
④　この要領は、２０２０年　８月３１日一部（別表）改定
⑤　この要領は、２０２４年　１０月　１日一部改定
